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芦屋市奨学金の申請受付

■�対象　経済的理由により修学が困難で次の
全てにあてはまる人

▶�高等学校・中等教育学校後期課程・高等専門

学校（１～３学年）、特別支援学校（高等部）

またはこれに準ずる学校の高等部に在学

▶�申請者の生計を維持する人が、市内に居住

（原則、住民登録）している

▶�申請者の生計を維持する人の年間所得額が

基準額以下、失業中または家計急変により

その発生後１年間の所得額が基準額以下に

なる見込みである

　※�兵庫県高等学校等奨学給付金の支給を受

けることができる人は併給できません

■�申し込み　７月19日（金）までに必要書類（6
月３日から各学校・下記で配布）を下記へ

■�問い合わせ　教育委員会管理課☎38-2085

無年金外国籍高齢者等
　　　　　　福祉給付金
■�対象　大正15年(1926年)４月１日以前に生ま
れ、次のいずれかにあてはまる人①昭和57年(1982

年)１月１日現在、日本国内で外国人登録法による

居住地登録をしていた②昭和57年(1982年)１月１

日以前に外国人登�録�法�に�よ�る�居�住�地�登�録�を�

し�、昭�和36年(1961年)４月１日以降に日本国籍を

取�得�し�た�人�で�、年�金�受�給�資�格�期�間�を制度上

満たすことができない③日本人で長期間海外に

在住し、昭和36年(1961年)４月１日以降に帰国、年

金受給資格期間を制度上満たすことができない

　※①～③にあてはまる人で次の人は対象外です

　�▶公的年金等（年額712,000円以上）の受給者

▶芦屋市重度障害者等特別給付金の受給者

▶�生活保護の受給者▶本人・配偶者・扶養義

務者の所得が制限額を超える人

■支給月額　34,741円
■申し込み　６月12日（水）までに電話で下記へ
■問い合わせ　市民課管理係☎38-2030

■�対象　社会教育関係登録団体で、次のすべ
ての要件を満たす事業

　�▶団体の専門性・得意分野を活かしたもの

▶広く一般市民や児童生徒を対象▶市内

在住・在勤・在学の30人以上を対象で、会員

が参加すること▶市内の公共的施設で実施

▶10月１日～令和７年３月31日に実施

▶補助対象経費が３万円以上※他にも要

件があります

■�補助金額　報償費・旅費・消耗品費・印刷製
本費・通信運搬費・保険料・使用料等の３

分の２（上限５万円）

■�申し込み　７月１日～19日〈必着〉に必要
書類を下記へ持参（平日・執務時間内）また

は郵送。

■�問い合わせ　社会教育推進課☎38-2091
（〒659-8501�住所不要）

公募提案型補助金の
　　自主事業を募集

外国人と一緒に防災訓練に参加してみませんか

■日時　６月８日（土）午前９時30分～午後0時30分
■会場　市役所東館３階大会議室■定員　20人
■講師　高木�和彦氏（地域国際化推進アドバイザー）
■申し込み　Ｅメールで下記へ■問い合わせ
国際文化推進課☎38-2008/悪kokusai@city.

ashiya.lg.jp�

災害時多言語による避難所
巡回訓練の参加者募集

第17回あしや市民活動フェスタ
未来をつくる芦屋たぶん100人会議

個人・団体による「やりたいこと」プレゼンテー

ション大会。見て・聴いて・応援したい人集まれ！

■日時　７月７日（日）午後１時30分～４時30分
■会場　あしや市民活動センター
■定員　50人
■出演　梅山　晃佑氏（講師）・プレゼンテーター
■�申し込み　２次元コード・ファクス・メールで下記へ
■�問い合わせ　リードあしや☎26-6452/
穐26-6453/悪aia@ashiyanpo.jp

雨水貯留施設の設置によって、大雨による雨水

を一時的に貯留し、浸水などの被害の軽減を目

的とした助成制度です。

■��対象施設　貯水槽の容量が100ℓ以上で、散水
目的の市販のもの（市の基準に適合）

■��対象　市内の土地・住宅の所有者。所有者から
設置の同意を得て使用する人※他条件あり

■��助成金　購入費・工事費の総額２分の１（１基
の上限３万円）

■申し込み　11月29日（金）までに必要書類（市
　ホームページでダウンロード）を下記へ

　※施設を購入する前に申請してください

■�問い合わせ　下水道課☎38-2064

雨水貯留施設設置費用
　　　　　　助成制度 市 民 委 員 の 募 集

【芦屋市特別職報酬等審議会の市民委員募集】
■募集人員　２人以内
■�任期　９月１日～ 12月31日(１回２時間程度・
年４～６回・平日昼間）

■�応募資格　市内在住・年齢が満18歳以上（６
月１日現在）※３以上の附属機関等の委員に

委嘱されている方は除く

■報酬　規定の委員報酬・交通費
■�申し込み　６月３日～ 21日（平日執務時間内）に
住所・氏名（ふりがな）・生年月日・電話番号を記入

し、「特別職等の報酬のあり方」をテーマにした

作文（800字以内・書式自由）を添え、郵送・Ｅメー

ル・持参で下記へ※応募書類は返却しません

■選考方法　選考委員会で審査の上、本人へ通知
■�問い合わせ　人事課☎38-2018/悪syokuin@
city.ashiya.lg.jp（〒659-8501�住所不要）

２０２４. ６　広報あしや

あしや市民活動センター
登録団体の申請受付
■�登録有効期間　10月１日～令和９年９月30日
■�対象　地域の課題解決に向けた取り組みを
行い、登録要件（市ホームページ参照）にあ

てはまる団体

■�申し込み　６月15日～�29日（日曜除く午前９
時～午後５時）に申請書（市ホームページでダ

ウンロード可）を下記窓口へ

■問い合わせ　あしや市民活動センター
　☎26-6452

高齢者のつどい(演芸フェスティバル)
コーラス・三味線・民踊等高齢者グループの日頃

の活動成果をご覧ください

■�日時　７月６日（土）午後１時～（０時30分
開場）

■�会場　ルネサンス�クラシックス芦屋�ルナ・ホール
■�問い合わせ　高齢介護課高齢福祉係☎38-2044

物価高騰重点支援給付金
　　　     （こども加算）
令和５年12月２日以降に出生した新生児に係

るこども加算給付金を８月31日まで受付してい

ます。

■�対象　下記のいずれかに当てはまる人
▶�基準日（令和５年12月１日）時点で芦屋市に住民

登録があり令和５年度分の住民税が非課税も

しくは住民税均等割のみ課税である世帯。ただ

し、住民税が課税されている人に税法上扶養

されている世帯は受給できません。

　※DV等避難中の方は、ご相談ください。

■�支給額　児童一人あたり５万円（こども加算
給付金）

■������通知発送・申し込み　下記コールセンターへ
■�問い合わせ　地域福祉課臨時給付金等担当
コールセンター☎38-2053〈平日・午前９時～

午後５時〉（〒659-8501住所不要）


